
令和 3 年度第 6 回名古屋市子どもいきいき学校づくり推進審議会 会議録 

１ 日時  令和 3 年 9 月 24 日（金）午前 10 時～午前 10 時 20 分 

２ 場所  名古屋市公館 4 階 大会議室 

３ 出席者 審議会委員 土屋 武志  会長 

            南部 初世  委員 

            津金 美智子 委員 

            小松 尚   委員 

            相原 邑子  委員 

            柘植 佑好  委員 

            髙橋 功   委員 

            尾関 利昌  委員 

            松山 清美  委員 

            森  義裕  委員 

      事務局   総務部長はじめ 11 名 

４ 傍聴者数 3 名 

５ 議題 

 ・御園小学校と名城小学校の統合に関する個別プランについて（公開） 

６ 議事 
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発言者 発 言 

事務局  お待たせいたしました。ただいまより、名古屋市子どもいきいき学校

づくり推進審議会を開催させていただきます。私は進行役を務めさせて

いただきます、教育委員会教育環境計画室長の荒木でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、全委員にご出席をいただいておりますので、名古屋市子ども

いきいき学校づくり推進審議会条例第 7条第 2項により本審議会が成立

しておりますことをご報告させていただきます。 

 初めに 2 点、ご案内を申し上げます。1 点目は災害発生時の対応につ

いてでございます。万が一、災害が起こった場合は、今ご入室をいただ

きました出入口から、職員の指示に従って避難をしていただきますよう

よろしくお願いをいたします。2 点目でございます。会議の公開につい

てでございますが、本審議会は名古屋市情報公開条例第 36 条の規定に

よりまして、公開が原則とされております。そのため非公開情報を審議

する場合などを除きまして、公開とさせていただくことをご了承いただ
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発言者 発 言 

事務局 

会長 

きたいと存じます。 

 本日、傍聴いただいている方は、3 名でございます。傍聴される方に

お願いを申し上げます。名古屋市子どもいきいき学校づくり推進審議

会における会議の傍聴要項第 4 条により傍聴者は静粛を旨とし、配布

した資料「傍聴者の方へ」に記載のある、会議場における言論に対し

て拍手その他の方法により公然と可否を表明しないことや会場内では

写真、ビデオ等の撮影、録音等は行わないこと等を遵守いただき、円

滑な議事運営にご協力ください。 

 それでは、初めに、総務部長の五味澤から一言ご挨拶を申し上げさせ

ていただきます。 

（あいさつ） 

 それでは、会議に入ります前に、まず本日の資料の確認をさせていた

だきたいと存じます。 

（資料確認） 

 それではこれよりの進行につきましては、会長の方にお願いしたいと

思います。土屋会長どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それではここから、私の方で進行を務めさせていただきます。 

 御園小学校と名城小学校の統合に関する取り組みにつきましては、

前回、ひととおり委員の皆さんにもご意見いただき、よりよい取り組

みに向けての提案や課題整理ができたと思いますので、本日は私の方

で答申について案をまとめてまいりました。 

 答申の大まかな形式は、4 月の港区、7 月の天白区のものを参考に作

成しました。本日は、この案をもとに、これまでの議論をまとめ、答

申を固めたい、答申したいと考えていますので、皆さまのご協力をお

願いします。 

 それでは資料 1 をご覧ください。 

 まず、答申の全体像です。資料 1 の 1 枚目が答申本文です。1 枚は

ねていただき、添付資料として、「御園小学校と名城学校の統合に関す

る個別プラン（答申）について」を別紙 1 に、また、別紙 2 として、

9 月 6 日に諮問いただいた諮問文を添付しています。 

 答申本文につきましては、前回の審議を踏まえ、諮問を受けた個別

プランについて、「次の点に留意して取り組みを進めて下さい」とした

いと考えています。そして、取り組みを進めるうえで特に重要な留意

点を 3 点、簡潔に掲載しております。この 3 点は、前回の審議をもと

に、作成しています。 
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発言者 発 言 

 答申本文を説明する前に、1 枚はねていただいた、別紙 1 をご覧く

ださい。「1 答申に係る配慮事項」として、委員皆様のご発言などを

もとに、（1）から（3）の 3 項目にまとめました。続きまして、「2 審

議の経過」として、これまでの審議の記録を記載しました。 

 別紙 1 では、これまでの審議でいただいたご意見をもとに、「(1)新

しい学校づくり」「(2)通学の安全」「(3)施設整備の方向性」の 3 項目

に整理しています。 

 それでは、別紙 1 の(1)から(3)まで、一度、ご精読いただければと

思います。少しお時間をとります。 

 よろしかったでしょうか。いずれも重要な内容ですが、この(1)から

(3)を基にして、答申本文の留意点、（1 枚目に戻っていただきまして）、

ここにある 3 点にまとめてみました。 

 それでは、1 枚目答申本文の留意点を順に説明します。 

 まず、1 点目です。御園小学校、名城小学校、両校ともいずれも歴史

と伝統のある学校です。また、地域と一緒になって運動会を開催する

といった御園小学校の良いところや、全学年で専科授業を実施してい

るような名城小学校の良いとことを、それぞれ持ち寄って、歴史や伝

統を受け継ぎ、融合していくことは、大変、重要なことです。また、

こういった歴史と伝統を大切にする一方で、現在、名古屋市が進めて

いるスクールイノベーションのように新しい価値観による教育も、今

後、広がってくると思います。こういった時代の変化にも柔軟に対応

できるような学校づくりも、同様に重要であると考えました。そこで、

「両校とも特色ある教育活動に取り組んでいることから、それぞれの

よさ、歴史や伝統、地域とのつながりを大切に受け継ぎ、融合しなが

ら、時代の変化に対応できる学校づくりを進めること。」としました。 

 次に、2 点目です。御園小学校、名城小学校ともに都心部の学校であ

り、広い道路を横断する箇所もあります。現在はコロナ禍、というこ

ともあって、関係者も集まりにくい状況だとは思いますが、それでも

保護者や地域の皆さんの声をしっかり聴きながら、通学路の安全対策

を着実にすすめていただきたいと思いましたので、「広い道路を横断す

る箇所もあるため、保護者や地域の声を聴きながら、関係行政機関と

連携して、通学路の安全対策を着実に進めること。」としました。 

 最後に、3 点目です。施設整備は改修となっていますが、改修とはい

っても、先ほど触れた新しい学校づくりを実現できるよう進めていた

だきたいと思います。また、木材を活用するなど、子どもたちにとっ

て、居心地のよい空間となるよう進めていただきたいと考えました。 

 一方、令和 5 年、今から約 1 年半後には、統合校を開校するという

スケジュールとなっています。御園小学校がどうなるのか、地域の皆

さんもご関心のあることだと思いますので、地域の皆さんが安心でき
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委員 

会長 

委員 

会長 

事務局 

会長 

るように、できるだけ早期の検討着手に向け、関係部局としっかり連

携していくことが重要だと思いましたので、「統合校が目指す学校づく

りを実現し、子どもたちにとって居心地のよい施設整備を進めるとと

もに、速やかに跡地活用の検討に着手できるよう関係部局と連携する

こと。」としました。 

 以上、説明が長くなりましたが、前回同様、別紙 1 及び別紙 2 を添付

し、これらを含めて一式として答申としたいと思います。委員の皆さん

には、事前にご意見をいただいておりますが、何かご発言等はあります

でしょうか。 

 答申案の 1 点目についてですが、先ほどの会長のご説明の中にもあり

ましたが、御園小学校が地域の方と運動会を一緒にやっていらっしゃる

ということを前回もお聞きいたしました。そういった地域との繋がりと

いうのは他校でもあるわけなんですが、やはり名城小学校と御園小学校

の歴史や伝統というものを考えたときに、歴史や伝統というものは、そ

の学校だけででき上がってきたものではなく、地域の方々と一緒に作り

上げてきたというところがあるのではないかと思います。意見としては

以上です。 

 文面としては、特にこれでよろしいでしょうか。 

 はい。ただ 1 点、ちょっとしたことなんですが、3 点目「居心地のよ

い施設整備」とあるんですが、別紙 1 の方には居心地の「地」が抜けて

るのはないかと思いましたので、付け加えさせていただきます。 

 これは単純な修正ですね。申し訳ございません、私の方で整理させて

いただきたいと思います。 

 今、委員からご発言いただいた点につきまして、地域の声はこれまで

事務局もよく聴いてきているとは思いますが、これからもという意味で

あえてここに書かせていただいています。事務局から何かありますか。

 はい。これまでも丁寧に聴いて参りましたけれども、今後も引き続き、

保護者や地域の方々のご意見やご要望といったものをしっかり聴きな

がら、学校運営にも反映させていきたいと考えております。 

 今回、別紙 1 には、新しい学校づくりの中に、子どもたちの意見も聴

きながらということも入れさせていただいております。子どもたちも地

域の一員だと考えておりますので、保護者や地域の人、子どもたちも合

わせて新しい学校づくり、これは学校施設から離れてくるのかもしれま

せんが、そのような趣旨とご理解いただければと考えております。 
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発言者 発 言 

委員 

会長 

委員一同 

会長 

事務局 

会長 

 その他、よろしいでしょうか。 

 これで結構だと思います。 

 ありがとうございます。他、よろしかったでしょうか。 

（異議なし） 

 ありがとうございます。それでは、先ほどの漢字の部分、文言の部分

だけ修正させていただきまして、これで答申という形とさせていただき

たいと思います。 

 その他、委員の皆さん、事務局から何かありますでしょうか。 

 事務局から失礼します。総務部長の五味澤から一言ご挨拶させていた

だきたいと存じます。 

（あいさつ） 

 以上をもちまして、名古屋市子どもいきいき学校づくり推進審議会を

終了いたします。皆様ありがとうございました。 


